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DRI はじめに
災害時要援護者 の対応 中越沖地震災害時要援護者への対応：中越沖地震

新潟県中越沖（2007）地震越沖 震
（「震災関連死」を減らすという目標）

○県職員を避難所に配置、ニーズ調査

新潟県中越地震（2004）
（「震災関連死」が問題に）

○「しろくま作戦」 ○福祉避難所の設置
「食中毒防止」 ○福祉関連機関との連携

境 善 例

高齢者など特に配慮が
必要だった方に対する
対応に課題

（避難環境の改善の例）
課

(車内での避難生活の
長期化等)

要援護者支援に関する県の役割についての好事例要援護者支援に関する県の役割についての好事例
しかし、巨大災害時の対応については今後検討する必要あり



DRI 中越沖地震の際の要援護者の
被災生活支援人材

新潟県福祉保健部のイニシアティブ

• 看護職・・・全国46都道府県から５６８６人派遣
→在宅の要援護者等への安否確認・健康調査等も

• 介護福祉職・・・県内の関連協議会等を中心に２３１５人派遣
→相談業務や福祉避難所のスタ フとして→相談業務や福祉避難所のスタッフとして

• 障害者関連の施設への福祉業者の派遣（入浴等）• 障害者関連の施設への福祉業者の派遣（入浴等）



DRI 中越沖地震の際の要援護者の
受け入れ体制

• 緊急入所・・・居宅サービスを受けている人がもとの状態に戻
れる状態になるまでの間、特養等の高齢者施設に受け入れるれる状態 なるま 間、特養等 高齢者施設 受け入れる
→災害時の定員超過の許可
（介護認定をうけている要介護者・要支援者が対象）
→ ５２施設（県内のみ） 最大時３６８人→ ５２施設（県内のみ） 最大時３６８人

• 福祉避難所 のべ2335人が避難• 福祉避難所・・・のべ2335人が避難

• 旅館等の借り上げ等・・・のべ約1000人が避難



DRI

避難所・避難者数（中越沖）避難所・避難者数（中越沖）

調査月日 7月17日

市町村別避難者数（最大時；福祉避難所を含む）

調査時間

区分 避難所 避難者

総 計 101施設 12 483人

9:20
福祉避難所に
のべ2335人が避難

総　　計 101施設 12,483人

柏崎市 73 11,348

刈羽村 6 791 その他、旅館・ホテルを
利用した避難所に長岡市 6 86

出雲崎町 5 165

新潟市 1 6

利用した避難所に
高齢者・障がい者が
のべ約1000人が避難新潟市 1 6

見附市 1 4

燕　市 2 6

の 約1000人が避難
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上越市 7 77



DRI

背景（スーパー広域災害への対応のポイント）背景（ス パ 広域災害への対応のポイント）

各組織 個 自立 た対応能 向１）各組織・個人の自立した対応能力の向上

２）組織間連携による対応能力強化２）組織間連携による対応能力強化

「東南海・南海地震災害」で被災した社会の

イメージを関係者間で統一すべきイメ ジを関係者間で統 すべき
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DRI

）各組織 個 自立 た対応能力 向１）各組織・個人の自立した対応能力の向上

要援護者支援の問題を、要援護者支援 問題を、
巨大災害発生時の人的資源等の需供バランスから、

① 支援の質的レベル・量的レベル（対象者絞込み）
が可能か

② ①の場合の地域 行政 専門家等の役割分担② ①の場合の地域・行政・専門家等の役割分担・
対応能力の向上のための事前準備の重要性

という視点で捉える
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DRI

）組織間連携による対応能力強化２）組織間連携による対応能力強化

巨大災害発生時 限られた人的資源等を活用する巨大災害発生時の、限られた人的資源等を活用する
ための、

① 被災地内・被災地外の各機関の連携のあり方
について検討する重要性について検討する重要性
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DRI

目的目的
要援護者支援の問題を、

巨大災害発生時の人的資源等の需供バランスから、

① 支援の質的レベル・量的レベル（対象者絞込み）

② ①の場合の地域・行政・専門家等の役割分担・

対応能力向上に必要な事前に準備すべき項目対応能力向上に必要な事前に準備すべき項目

③ 被災地内・被災地外の各機関の連携のあり方③ 被災地内・被災地外の各機関の連携のあり方

について 検討することを目的とするについて、検討することを目的とする。
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DRI

手法手法

定量的な手法定量的な手法

• 【要援護者数推計】（三重県）

神戸市の要援護者の割合をもとに算定

定性的な手法

中越沖地震で福祉職を福祉避難所等に派遣す• 中越沖地震で福祉職を福祉避難所等に派遣す
るコーディネートした団体への聞取り調査

阪神 淡路大震災 被災した障害者 ク• 阪神・淡路大震災で被災した障害者へのワーク
ショップ形式の聞取り調査
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DRI

手法手法

究者 協 者など共同研究者・協力者など

• 三重県（資料提供）三重県（資料提供）

• 神戸市・兵庫区（資料提供・ワークショップ）

• 新潟県福祉関連団体（事例調査）

• 新潟県・新潟県老人福祉施設協議会 等新潟県 新潟県老人福祉施設協議会 等

• （中越沖福祉避難所は１：１に近い人材配置）
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DRI

① 支援の質的レベル・量的レベル

（対象者絞込み）の 可能性の検討
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DRI

結果 要援護者支援の人的資源量について結果 要援護者支援の人的資源量について

災害時 援護者支援 能登 中越沖• 災害時の要援護者支援のフロー（能登・中越沖）

介護施設に入所が必要な要援護者の緊急入所（定員枠超）介護施設に入所が必要な要援護者の緊急入所（定員枠超）

↓

一般避難所から福祉スペース（一般避難所内）般避難所から福祉スペ ス（ 般避難所内）

福祉避難所（福祉施設・公民館など）へ

要援護者を振り分け要援護者を振り分け

↓

般避難所・福祉避難所・在宅から体調に応じ介護施設へ受入一般避難所・福祉避難所・在宅から体調に応じ介護施設へ受入
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DRI 現状の災害時要援護者支援の
考えで推計すると

災害時要援護者登録名簿（行政）

・ ６５歳以上のひとり暮らし世帯・老老世帯
・ 要介護度３以上
・ 身体障害者手帳１・２級
・ 療育手帳療育手帳

→ 三重県全域（罹災世帯のみ）だけで
６％ １１ ３万人６％ １１．３万人

・ 集落の孤立、道路の寸断など、人数だけで計れない。
・ 中越沖のように、丁寧に対応できるとは思えない
・ ひとり世帯・老老世帯でも、元気な人もいる（逆もあるが）

→ 社会的孤立の程度や、障害程度が比較的軽い人は一般の避難所へ→ 社会的孤立の程度や、障害程度が比較的軽い人は 般の避難所

いってもらう、地域の人と遠方へ避難してもらう等対象を絞り込んでいく必要

罹災高援護者度 １％ ２万人



DRI

三重県内 災害時要援護者数の推計（案）三重県内 災害時要援護者数の推計（案）

神戸市 高齢化率 22 5％• 神戸市 高齢化率 22.5％
神戸市要援護者台帳記載者＝12万人

要援護者率
神戸市総人口＝ 153.3万人

要援護者率＝7.8 %

基準基準
・ ６５歳以上のひとり暮らし世帯・老老世帯
・ 要介護度３以上
・ 身体障害者手帳１・２級身体障害者手帳１ ２級
・ 療育手帳

→障がい者の約半数は高齢者→障 者 約半数 高齢者

三重県の要援護者率を算定際、高齢化率を考慮するため、

要援護者率＝高齢化率×0 348要援護者率＝高齢化率×0.348



DRI 三重県内 災害時要援護者数の推計
（案）

重 被害想定• 三重県の被害想定より

罹災要援護者数

＝罹災者数×要援護者率（高齢化率×0.348）

※罹災者数

＝全壊・焼失世帯人口＋半壊世帯人口＋断水世帯人口＝全壊・焼失世帯人口＋半壊世帯人口＋断水世帯人口



DRI 三重県内の災害時要援護者数



東海・東南海・南海地震東海 東南海 南海地震
震度

震度3以下

震度4

震度5弱

震度5強

震度6弱

罹災要援護者率
８％以上

沿岸部だけでなく、

内陸部の小規模市町村で ８％以上内陸部の小規模市町村で
も罹災要援護者率が高い



DRI 災害時要援護者の支援
質・量的レベルの可能性

• 東南海・南海地震のような巨大災害では、中越沖地震のような、手厚
い要援護者支援を行うことは、（特に今のままでは）事実上不可能。

• 「災害時要援護者」とは誰か。

年齢などの要件よりも 体調の程度や社会的孤立度などで絞り込み年齢などの要件よりも、体調の程度や社会的孤立度などで絞り込み
をすることが、一番需要の高い人と支援するため必要。

• 障がい者も、避難支援のニーズや対応の必要度は様々。

巨大災害の場合、地域自治組織等の負担が増大することが考えられる

具体的な対応方法を学び合う機会を設定したり、役割分担を事前に話し
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合っておくなど、事前の対応が重要。



DRI

② 地域・行政・専門家等の役割分担の確認と
対応能力向上の為の

事前に準備すべき項目の検討事前 準備す き項目 検討

20



DRI

地域での受入れの可能性と限界地域での受入れの可能性と限界

神淡路大震災 被災経験 ある障害者 対 限 れた 材• 阪神淡路大震災の被災経験のある障害者に対し、限られた人材・
空間・設備の中で、どんな人が優先的に福祉避難所を使用すべき
か、特別な配慮があれば一般の避難所でも生活可能な人はどのか、特別な配慮があれば 般の避難所でも生活可能な人はどの
ような人か、支援対象者・支援レベルの具体的な需要に関する
ワークショップを行った。

• 同様に、防災福祉コミュニティ１地区の地域役員を対象とし、要援
護者について 「地域で支援できること」「行政や専門家にしてほし護者について、「地域で支援できること」「行政や専門家にしてほし
いこと」などの支援内容の分担を、具体的に整理した
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DRI
神戸の当事者・地域組織・行政職員を対象としたワークショップ（全５回）概要

当事者 福祉関係者 行政職員（神戸市 兵庫区）

第１回 要援護者の避難環境の現状への理解
阪神・淡路大震災以降の避難所の変遷【福祉避難所等】
神戸市の避難所の現状について

当事者・福祉関係者・行政職員（神戸市・兵庫区）

第２回 避難経験を時系列で整理・課題/必要な情報・
人材・物資の洗い出し物資

【避難生活カレンダー】の作成
避難所運営ルールについての話し合い

防災福祉コミュニティ（熊野）
第３回 一次避難所（小学校）福祉スペースの利用方法の検討

被災直後の混乱期、限られた空間をどのように利用・運営するか
必要なものは何か 障がい種別ごとに再優先課題は何か 障がい者も含めた要援護者

支援について考える
【打ち合わせのときは・・・】

第４回 二次避難所（地域福祉センター）の利用方法の検討
地域組織や地域の高齢者等との相互理解、役割分担など
地域住民を対象に、障がい者への接し方、支援の仕方をレクチャー

【打ち合わせのときは・・・】

・障害者だけが利用して、地域住民がつかえ
なくなるのでは？ワークショップなんてやっ
たことない。

・他の防コミでは断られたところも。
【参加された地域の方の感想】

第５回 まとめ、手法の評価、施策への反映方法の検討
当事者 地域組織 行政のそれぞれの役割と連携内容を具体的に整理

・実際に接したことがなかったが、コツをお
ぼえれば、思ったよりコミュニケーショ
ンがとれる

・障がい者のなかでも元気な人は避難所
運営を協力してやっていけると知った

当事者と直接やりとりするのでわかりやす当事者・地域組織・行政のそれぞれの役割と連携内容を具体的に整理

他の自治体でも実施できるよう、被災地版と被災地以外版のプログラムをまと
める→来年度、東京都内で実施を検討 ガイドブックの作成

・当事者と直接やりとりするのでわかりやす
くためになった。他の地区でも、ぜひ
やったほうがいいと思う。



DRI



DRI 多くの要援護者がいる地域で護
限られた福祉避難空間をどう使うか？

◆神戸市 （人口 約１５３万人 要援護者 約７．８％）
要介護度３以上 20,438名 身体障害者手帳１・２級 31,860名
療育手帳 3,712名 ひとり暮らし等高齢者 90,033名
合計 146,043名 （重複を除くと約１２万人）

◆兵庫区 （人口 約１０．８万人要援護者 約11．8％） → 一次避難所 21カ所
二次避難所 15カ所

要介護度３以上 2,049名 身体障害者手帳１・２級 3,321名
療育手帳 251名 ひとり暮らし等高齢者 10,264名
合計 名合計 15,885名

◆明親小学校区内 → 福祉スペース・避難所：一次避難所 明親小学校２階の多目的室
二次避難所 明親地域福祉センタ二次避難所 明親地域福祉センター

要介護度３以上 200名 身体障害者手帳１・２級 329名
療育手帳 27名 ひとり暮らし等高齢者 1,091名
合計 1 647名合計 1,647名

※合計は各対象の延べ人数。 ※22年９月末時点の手帳発行及び住基ベースの数値。



DRI

校区一覧

芦原通1～6
磯之町

入江通1～3
駅南通1～4

駅南通5（但し3番1～22号・4番を除く）駅南通5（但し3番1 22号 4番を除く）

小河通1～5
北逆瀬川町

切戸町

御所通1～2
神明町

須佐野通須佐野通1～4
築地町

出在家町1～2
中之島1～2

西仲町（うち1番6～8号・9号（南部）・11～13
号・2番5～8号・9号（北部）・13～42号）

西宮内町

浜崎通

東柳原町

船大工町

本町1（うち1番1～6・18～24号）

本町2（うち1番7～16号・3番16～21号・4番5本町2（うち1番7 16号 3番16 21号 4番5
号）

松原通1～5
南逆瀬川町

南仲町

明和通1～3

明親小学校の福祉スペース 明親地域福祉センター



DRI



DRI

・家族も、介助者として一緒にいられるように工夫する。

・コミュニケーションの手段があれば、健常者と一緒でも大丈夫な人もいる。また違う種類の障がい者と助けあう、他の人を手助けすることもできる。



DRI
地域での受入れの可能性と限界地域での受入れの可能性と限界

【 能性】

【障がい者・関係者・地域役員の意見】
※障がいの程度は多様なので参考として

【可能性】

• 福祉避難所は、障がいの程度だけでなく、社会との関係（孤立度）を優先福祉避難所は、障が の程度だけでなく、社会との関係（孤立度）を優先

• 情報の保障があれば、一般避難所でも生活可能な障がい者も多い。

例） 聴覚障がい者

「若干遠くても、手話通訳や情報伝達機器があるところに集まりたい」

視覚障がい者で家族がいる人視覚障がい者で家族がいる人

「福祉避難所でひとりよりも、家族と一緒に一般避難所にいたい」

→それぞれの福祉避難所に特徴を持たせ、事前周知。

→日常から、地域組織で、「障がい者が災害時に何に困るか」→日常から、地域組織で、 障が 者が災害時に何に困るか」

「コミュニケーション・介助のコツ」を学ぶ機会をもつ、ことが重要
28



DRI
地域での受入れの可能性と限界地域での受入れの可能性と限界

【 】

【障がい者・関係者・地域役員の意見】
※障がいの程度は多様なので参考として

【限界】

• 発達障がいなど、日常と環境の異なる集団生活が困難な人などは、
場合によっては、専用の場所で専門のスタッフが対応したほうが、本場合によっては、専用の場所で専門のスタッフが対応したほうが、本
人や家族にとって安心。

• 地域組織としても、障がいの種類によっては、対応が難しい場合もあ

る。

→ 役割分担を事前に話し合っておく。
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DRI

③ 被災地内・被災地外の各機関の

連携のあり方

30



DRI 中越沖地震での医療・福祉系人材の派遣状況
（福祉介護専門職）のべ人数 ★は県外応援あり

施設緊急 福祉避難 避難所の 健康福祉 総合相 計
受入応援 所の運営 要支援者

支援

康
ニーズ調
査

談・現地
福祉本部

老人福祉施設 ６５９ ８９８★ １５５７老人福祉施設
協議会

６５９ ８９８★ １５５７

介護老人保健
福祉協議会

５８ ２８３ ３４１
福祉協議会

社会福祉士会 ８★ １６８ １７６

介護福祉士会 １５６★ ３３★ １８９

ホームヘル ５２★ ５２
パー協議会

計 ７１７ １２３３ １５６ ４１ １６８ ２３１５



DRI

• 障がい福祉施設等への支援
在宅重度身体障がい者入浴サ ビス• 在宅重度身体障がい者入浴サービス

• 身体障害者施設協議会 介護福祉会
• 派遣人数 のべ６７人
• 利用者数 のべ２６６人

• 知的障がい者関係障 者関係
派遣職員数 のべ８４人
派遣先施設数 ２６施設派遣先施設数 ２６施設



DRI

被災地内・被災地外の各機関の連携被災地内・被災地外の各機関の連携

• 被災地内の比較的被害の小さな地域の介護施設による受け入れ・搬送用対応人材

• 福祉避難所ごとのコーディネーター人材（被災地内の専門人材）とスタッフ（被災地内外）
33



DRI
考察 ① 災害時要援護者の支援 質・量的レベルの考察 ① 災害時要援護者 支援 質 量的 ル

可能性

• 三重県だけでも、災害時要援護者（行政の基準）では、推定６万人。

巨大災害では 中小規模（中越沖地震）と同様の 手厚い要援護者支巨大災害では、中小規模（中越沖地震）と同様の、手厚い要援護者支
援は、事実上不可能。

• 年齢等の要件よりも、体調の程度や社会的孤立度などで絞り込みを。

• 巨大災害の場合、地域自治組織等の負担が増大する。
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DRI

考察② 地域での受入れの可能性と限界考察② 地域での受入れの可能性と限界

• 高齢者・障害者当事者や関係者、地域での事前の話し合い・参考基
準などが必要準などが必要

情報の保障があれば、一般避難所でも生活可能な障がい者も多い。

それぞれの福祉避難所に特徴を持たせ、事前周知。それぞれの福祉避難所に特徴を持たせ、事前周知。

日常から、コミュニケーション・介助のコツを学ぶ機会を作っておくこと
が重要

• 地域組織として対応が難しい事項など、行政や専門家などとの役割分
担を事前に話し合 ておく担を事前に話し合っておく。

当事者が主体的に防災力向上に関われる環境づくり• 当事者が主体的に防災力向上に関われる環境づくり

35



DRI

考察 ③ 被災地内 被災地外の各機関の連携考察 ③ 被災地内・被災地外の各機関の連携

• 被災地内で、比較的被害が小さな地域に位置する、介護施設に
よる受け入れ・要援護者を搬送する車両や人材が重要よる受け入れ 要援護者を搬送する車両や人材が重要

• 福祉避難所ごとに、福祉避難所ごとに、

コーディネーター（被災地内の専門人材）

＋＋

スタッフ（被災地内外からの応援を含む）の組合せ。

・ 現地対応本部のようなしくみづくりの重要性

36



DRI

結論結論

災害の種別および規模（基礎自治体内県内複数県にまた• 災害の種別および規模（基礎自治体内,県内,複数県にまた
がる）ごとに、支援可能な対象者の範囲と支援内容の基準
を示した関係者マニュアルの作成が必要。を 関係者 ア 作成 必要。

• 被災地内の比較的被害の小さい地域の専門職が担うコー較 専 職 う
ディネート機能を、さらにとりまとめる府県間調整組織（医療
系・福祉系）が必要。

• 要援護者支援の質的・量的低下（①対象者の絞込み ②必
要な対象者の掘り起こしが困難）を想定して 地域組織・行要な対象者の掘り起こしが困難）を想定して、地域組織 行
政・専門人材の役割分担に関する状況認識の統一、地域
組織の対応力向上のしくみづくりが重要。
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